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平成18年（2006）６月２日施行の政省令改正の内容を教えてください。

平成18年（2006）６月２日以降は，生後12～24カ月未満（１歳時）：第１期と５歳以上７歳未満

で小学校に入学する前１年間（４月１日～３月31日）：第２期にそれぞれ１回ずつ，計２回定期接種として

麻しん風しん混合ワクチンあるいは麻しんワクチンあるいは風しんワクチンを受けることになりました。ま

た予防接種率の確保及び向上ならびに被接種者の利便性，経済的及び肉体的負担の軽減等の観点から，麻疹

あるいは風疹に罹ったことがある者，同じ「期」内にすでに麻しんワクチンあるいは風しんワクチンを受け

たことがある者，あるいは特に麻しんワクチン，風しんワクチンの接種を希望する者以外は，麻しん風しん

混合ワクチンの接種を選択することが勧められています。なお，平成20年（2008）４月１日施行の政省令

改正により，麻疹あるいは風疹のいずれかに罹ったことがあっても，麻しん風しん混合ワクチンの接種が可

風しんワクチン（もしくは麻しん風しん混合ワクチン）は，成人女性では抗体のない

場合に接種するといわれましたが，抗体陽性者に接種してはいけないのでしょうか。

抗体陽性の成人女性に風しんワクチン（もしくは麻しん風しん混合ワクチン）を接種しても，特に

問題はありません。抗体価が低い場合は，抗体価を高めることになります。（ブースター効果）

任意の風しんワクチンの予診票はどのようなものでしょうか

任意接種の公的な予診票はありません。感染症情報センターのホームページに掲載されている説明

文と予診票はp68～ 76を参照ください。

現在，予防接種を受ける人がおたふくかぜ，麻疹などに感染し，潜伏期間中であることが明らかな

場合には，風しんワクチンの接種は避けてください。麻疹に関しては治癒後４週間程度，その他（風疹，水

痘及びおたふくかぜ等）の疾病については治癒後２～４週間程度，その他のウイルス性疾患（突発性発疹，

手足口病，伝染性紅斑など）については，治癒後１～２週間の間隔をあければ，生ワクチン・不活化ワクチ

ンともに接種ができるとされていますが，接種医師が罹った疾患の重症度により個別に適切な接種時期を決

定することが必要です。

感染症の種類やその症状によっても，発病後治癒までの期間は異なりますが，普通は「治癒後１カ月」と

考えることがよいと思います。｢発病後１カ月」では，感染症の種類によっては免疫機能の回復が十分といえ

ない場合があります。したがって，この免疫機能の回復や体力の回復を十分に見定めるため，一般的に「治

癒後１カ月」とされています。特に経過が長引いたり，慢性化している場合には注意が必要で，接種するか

どうかの最終判断は，問診及び予診・診察によって接種医師が慎重に決定するべきものです。

（参照p7，Q6　p25，Q8）

おたふくかぜ，麻疹などに感染している場合，風疹の予防接種は１カ月間受けるべき

ではないと考えてよいですか。この場合｢治癒後１カ月｣ですか。｢発病後１カ月｣です

か。


